
 

 

 

 

 

指定障害児通所支援の事業の廃止について  

 

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規

定により、指定障害児通所支援の事業の廃止の届出がありましたので、同法

第２１条の５の２５第２項の規定に基づき別表のとおり告示します。  

 

 

 

令和８年２月３日  

 

 

                 川崎市長 福 田 紀 彦  

 

川崎市告示第57号



申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の廃止年月日 事業所番号 

合同会社 SDC コスモ かりなぽーと菅北浦 川崎市多摩区菅北浦二丁目２３番４ 児童発達支援 令和７年１０月３１日 1455400745 

合同会社 SDC コスモ かりなぽーと菅北浦 川崎市多摩区菅北浦二丁目２３番４ 放課後等デイサービス 令和７年１０月３１日 1455400745 

一般社団法人かりなぽーと かりなぽーと菅 
川崎市多摩区菅２－１３－１ 

カサベルデ多摩１０１ 
児童発達支援 令和７年１０月３１日 1455400471 

一般社団法人かりなぽーと かりなぽーと菅 
川崎市多摩区菅２－１３－１ 

カサベルデ多摩１０ 
放課後等デイサービス 令和７年１０月３１日 1455400471 
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